
例会日 会員数  出席 出席％ 欠席 欠席者名 

7月 9日 31(7) 前々回 23 82.76 5  本田、森川、田辺、上田、原田 

7月 23日 31(7) 前回 23 82.14 5  本田、森川、田辺、石井、川本 

7月 30日 31(7) 本日     

                        http://www.yamato-rc.org/ 

◆大和田園ＲＣ 河西正彦様／伊藤会長、松

川幹事様、新しいロータリーを切り開いて下

さい。期待します。本日は、お世話になりま

す。宜しくお願い申し上げます。 

◆座間ＲＣ 磯部芳彦様／今年度初のメーク

アップに参りました。本日よろしくお願いし

ます。 

◆会長 伊藤彦二会員、幹事 松川健治会

員／本日は早くから増強委員会の会合を開い

て頂いて、冨岡委員長はじめとして委員は御

苦労さまでした。 

◆眞鍋藤正会員／誕生日のお祝い有難うござ

いました。やっと、85歳になりました。今日

からは、ゴルフ場では、老人マークを使いま

す。悪しからずご了承ください。 

◆小金澤和夫会員／やっと、梅雨明けが見え

てきました。皆様体調に十分注意して。 

◆古木通夫会員／眞鍋さん、今日の会計監査

お手柔らかにお願い申し上げます。 

◆増正之会員／本田様、

創立60周年おめでとうご

ざいます。相原様、卓話

楽しみにしています。 

◆冨岡弘文会員／雨ばか

りで、外で遊べず残念で

す。 

◆相原聰会員／兄弟鉄道

アート展、伊藤会長、武

田さん、松川さんご来場

ありがとうございまし

た。お陰様で盛況の中終了で

きました。本日は卓話の機会

を与えて頂きありがとうございます。奉仕の

精神にのっとり真実をお話しいたします。 

  スマイルBOX     本日  \12,000  累計￥71,000 

ソングリーダー 

  日付 時間 回数 プログラム内容 

    8月  6日（火） 12：30 2682  地区交換留学生 島巻風花さん「台湾留学を終えて」 

  8月 13日（火）    取り止め例会（祝日週） 

    8月 20日（火） 12：30 2683  第２回クラブ協議会「ガバナー公式訪問に備えて」 

    8月 27日（火） 12：30 2684  第１回クラブフォーラム「これからの会員増強について」 

今 

後 

の 

情 

報 

スマイルBOX 

小金澤 委員 

社会奉仕委員会 相原聰委員長／ 

絵画コンクールについて 

会報委員会 冨岡弘文会員／花岡さ

ん特別号の原稿が集まりつつありま

すが、今月末で締め切る予定です。 

ゴルフ同好会 小金澤和夫会長／ 

地区大会親睦ゴルフコンペについて 

10月7日（月）相模原ゴルフクラブ

で行います。 

お祝い報告 委員会報告 

指揮：戸張会員 お誕生日のお祝い：眞鍋会員 

第 2680回 2019年 7 月 23日(火) 
司  会  /  SAA 武田 茂 君                
斉  唱 / 「四つのテスト」   Ｓ.Ｌ.  / 戸張 美穂 君 

ゲ ス ト  /  なし 

ビジター  /  大和田園 RC 河西 正彦 様、座間 RC 磯部 芳彦 様 

 Since 1962  RI第2780地区  第６グループ 

大和ロータリークラブ 週報 
Yamato  Rotary Club Weekly 

http://www.yamato-rc.org/ 
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 ＜ロータリーとは＞ 

 

20世紀初頭のシカゴ

の街は、著しい社会

経済の発展の陰で商

業道徳の欠如が目に

つくようになっていま

した。 

ちょうどその頃、ここに

事務所を構えていた

青年弁護士ポール・

ハリスはこの風潮に耐

え兼ね、友人3人と語

らって、お互いに信頼できる公正な取引をし、仕事上の

付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間

を増やしたいという趣旨でロータリークラブという会合を

考えました。 

ロータリーとは集会を各自の事務所を持ち回りで順番に

開くことから名付けられたものです。 

こうして1905年2月23日にシカゴロータリークラブが誕生

しました。 

それからは志を同じくするクラブが次々各地に生まれ

て、国境を越え、今では200以上の国と地域に広がり、ク

ラブ数35,911、会員数1,224,591人(2018年11月20日RI

公式発表)に達しています。 

そして、これから世界中のクラブの連合体を国際ロータ

リーと称します。 

このように歴史的に見ても、ロータリーとは職業倫理を重

んずる実業人、専門職業人の集まりなのです。 

その組織が地球の隅々まで拡大するにつれて、ロータ

リーは世界に眼を開いて、幅広い奉仕活動を求められ

るようになり、現在は多方面にわたって多大の貢献をし

ています。 

 

 

・出席免除申請書を

提出されるかたは、

お申し出ください。 

・会費の納入をお願

いします。 

 

【ポスティング】 

・次第 ・週報 

・卓話資料 

・やろう会会計報告 

・ガバナーへの質問 

 

【回覧】 

・ハイライトよねやま ・ロータリー奨学生募集 

・the rotarian 

伊藤 彦二 会長 

2019年7月30日発行 

  
例会場 / 北京飯店 ４Ｆ                     : 会    長 / 伊藤 彦二 幹 事 / 松川 健治 

例会日 / 毎週火曜日12時30分～13時30分      :  会長エレクト / 冨岡 弘文  副幹事 / 三浦 高義 

事務局 / 大和商工会議所内 TEL046-263-7926  ：  事務局 e-mail  / jimukyoku@yamato-rc.org 

【大和ロータリークラブ活動方針： 知り合いを増やし、奉仕の機会を広めよう】 

幹事報告 松川 健治 幹事 

会長の時間 



 

 ●近年だび重なる大地震で木造住宅が倒壊する

例が多く報道されてきた 

●木造住宅は不動産資産的にRC造や鉄骨造に比

べると弱いとされており、資産価値が低く、耐用年数

も短い。 

 

＜結論＞ 

建築基準法の耐震基準：震度6で損傷がなく、震度

6を超えても倒壊しない 

一般的な２階建て以下の木造住宅（民家）はこの規

定を完全に満たしていない 

地震に対する住宅の性能は自己責任である 

 

＜なぜか＞ 

●木造文化と時代の変化 

日本木造文化1500年の歩み ～大工、村人の経験

による進歩と変化～ 

RC造、S造による燃えない都市構築100年の歩み 

～計算、数値による経済設計Less is more～ 

日本列島の地震期への突入 ～戦後経済発展の

時代には地震が少なかった～ 

 

●木造文化の変遷 

木造文化の荒廃の100年 ⇔ 木造技術の過渡期 

木造技術のコンプライアンスの確立めざして  ～法

律整備、安全性の担保～ 

 

・民家の耐震性の責任は家長（建築主）にある。現

在も基本的に変わっていない。 

 

・日本の木構造は1500年の月日をかけ経験（計算

ではない）により確かめられてきた。今も同じである。 

 

・在来木造は時代と共に変化してきた。地方によっ

ても作り方が異なる。１つの基準に当てはめることが

困難。1500年の各地方の知識、技術を短期間に法

令化はできない。 

 

・木構造は現在でも大工の手の中にある。→ 伝統

木造技術は計算、数値の検証がされていない 

 

・木構造を一番理解していないのは大学での一級

建築士である。→ 日本建築学会は日本の伝統木

造の数値化、計算化の検証を怠ってきた。許容応

力度設計、限界耐力法などの検証は少しずつ進ん

でいる。 

 

 

＜どうすればよいか＞ 

～荒廃した木造住宅在来工法において～ 

●木構造の構造計算「木造軸組工法住宅の許容応

力度設計」のすすめ 

 

●最小限最強住宅の提案 

 

●卓話次第 

①私の木造設計の始まり～勝胤寺壇信徒会館～ 

・伝統木造の家造りが残る佐倉市の檀家さん（70～

80才）から、はなたれ小僧扱いされた。 

完成までに費やした8年間の修行で木構造を教わっ

た。お寺の皆様には大変感謝しております。 

 

大和ロータリークラブ週報 

 

 相原 聰 会員          

「木造住宅の耐震性と歴史」 
～地震から木造住宅を守るには～ 

卓話 

②木構造のかたち 

・木造は環境負荷が少ない。今後は木造建築物が

推奨される。 

・木軸在来工法  

  技術がフリーである。⇔特殊な工法。プレファブ

工法。 

・伝統と現在の在来工法 

  伝統工法：木材を多く使う。柔構造（ゆれながら

倒れない）、美しい、余裕がある 

  現代工法：少ない木材で成り立たせる、剛構造

（ゆれを止める）、スカスカ、ギリギリ。 戦後の物不

足、住宅不足によって作られてきた工法。 

経済設計→だから構造計算が必要 現代、木造住

宅は都市を形成してきたので街に対する安全性を

担保する必要がある。 

③木造住宅  「民家」の責任 

昔：家長（建築主） 

今：工務店や設計者と思われがちであるが法律（コ

ンプライアンス）を守るのが事業者の責任である。 

結果については昔と変わらず建築主にある。 

 

④木造住宅の（コンプライアンス）法律と研究 ～地

震から確実に守る規定は存在しない～ 

・建築学会は燃えない街を造るためにRC造や鉄骨

造の研究しかやってこなかった。 

 木軸在来工法については大工まかせであった。木

軸在来工法の研究をしないから大学では教えな

い。法律にもできない。 

・建築基準法においては４号物件である２階建て以

下の木造住宅の構造計算は不要である。 

・建築基準法施行令46条のなかで構造軸組みの仕

様規定（マニュアル）があるが構造計算ではない。 

 

⑤許容応力度設計 

日本住宅木材センターS52年設

立 木造在来工法の研究普及

を行なっている。 

RC造、鉄骨造に匹敵する構造

計算を確立 

 ・建物固有の形状、平面計

画、地盤との環境を構造計算に

反映している 

 

⑥最小限最強住宅の提案 ～耐震性を担保し資産

価値が高い木造住宅をつくるには～ 

・地震に強い間取りを最小限の壁とメガ柱で実現→

間仕切り変更が可能な構造体を構成 

 

以上 木造住宅の耐震性についての歴史と耐震性

を担保した資産価値が高い木造住宅の提案であり

ました。 

伝統工法 

現代工法 


